
（別表２） 

実 施 要 領 第 ６ に 定 め る 要 件 

 

設備種別 要        件 

太陽光発電 

設備 

１ 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅にお

いて消費されるもの。 

２ 次の数値のうちのいずれかが１０ｋＷ未満の太陽光発電システムであるも

の。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて１０ｋＷ未満であるこ

と。 

① 太陽電池の公称最大出力（対象システムを構成する太陽電池モジュールの

公称最大出力の合計値。太陽電池モジュールの公称最大出力とは、日本産

業規格（以下、ＪＩＳという。）に規定されている太陽電池モジュールの

公称最大出力とするが、ＩＥＣ等の国際規格も可とする。ｋＷ表示とし、

小数点以下２桁未満は切り捨てる。）。 

② パワーコンディショナの定格出力（対象システムを構成するパワーコンデ

ィショナの定格出力の合計値。定格出力はＪＩＳに基づく。ｋＷ表示とす

る。）。 

３ 下記のとおりの性能・品質を満たしているもの。 

(1) 一般財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）の「太陽電池モジュール認

証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されて

いるもの。 

(2) 太陽電池モジュールの公称最大出力の80％以上の出力が太陽電池メーカ

ーによって出荷後10年以上保証されていること。 

４ 製造工程等（サプライチェーン含む）において人権に配慮し、「責任ある 

サプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン（令和４年９月 

ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会 

議）」を遵守して製造されたシステムであること。 

家庭用燃料電池

コージェネレー

ションシステム 

一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定したもの。 

家庭用蓄電池 

１ V2H以外 

国のみらいエコ住宅2026事業の対象となるもの。又はそれと同等の機能を有

すると知事が認める設備。 

２ V2H（ｳﾞｨｰｸﾙ・ﾄｩ・ﾎｰﾑ） 

国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入

促進補助金の対象となる設備となるもの。又はそれと同等の機能を有すると知

事が認める設備。 

 

 

 

 

 

 



設備種別 要        件 

家庭用太陽熱

利用設備 

国のみらいエコ住宅 2026 事業の対象となるもの。又はそれと同等の機能を有す

ると知事が認める設備。 

 
家庭用ヒート

ポンプ式電気

給湯器 

家庭用潜熱回

収 型 給 湯 器

（ガス、石油） 

開口部の断熱

化工事（内窓

又は複層ガラ

ス設置、外窓

交換、ドア交

換） 

躯体の断熱化

工事（外壁、屋

根、天井、床） 

省エネ化工事

(冷暖房設備 

等) 

１ 設置する機器の統一省エネラベルにおける多段階評価が５つ星であるもの。 

２ LED照明器具（電池を電源とするもの、LEDと蛍光灯が一体となっているものは対

象外） 
３ 節水型トイレ、高断熱浴槽、換気設備（国のみらいエコ住宅 2026 事業の対象と
なるもの。又はそれと同等の機能を有すると知事が認める設備。） 

 


